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冬季期間のご面会について(ご案内) 

 

 

日頃より感染症予防対策にご理解とご協力いただきありがとうございます。 

冬季におきまして、例年大幅な面会制限にご協力いただきましたが、皆様の

ご要望や社会情勢を鑑み、現在の面会方式のまま対応させていただきます。 

ただし、感染症が流行りやすい季節ですので、引き続き裏面記載の基本的な

お願い(感染予防対策)を厳守していただけますようご協力をお願いいたします。    

なお、近隣地域や施設内での感染状況に応じて、予告なくご面会を制限させて

いただく場合もございますのでご了承ください。 

ご不明な点がございましたらいつでも担当職員にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 お問い合わせ先 】 

 

特別養護老人ホーム新潟あそか苑 

電話番号： 025-263-8411 

担当者：生活相談員 廣橋または杉田 

 



令和６年６月１日改訂 

 

基本的なお願い（感染予防対策） 

 

    居住スペースで直接面会できます。 

 

◎面会方法 

ご面会は完全予約制です。事前に電話連絡をお願いいたします。なお、予約状

況等により、日時の変更をお願いする場合もございます。 

＊４名以上や小学生、幼児がいる場合は、面談室での面会となります。 

※１日１家族１枠でお願いします。 

＊マスクの着用や手指消毒を行い、受付にて入館表の記載をお願いします。 

※居住スペースではマスクを外さないでください。 

 

◎面会・滞在可能時間 

 午前 １０：００～１１：３０迄    午後 １４：００～１６:００迄   

 (ご面会は 30 分を目安にお願いいたします。) 

 

◎注意事項(①～③に該当する場合は、必ずご申告ください。) 

① 来苑前に発熱、咳、だるさ等、症状があった方や、症状がある人と接触し

た方は、ご面会をお控えいただくようお願いいたします。 

※来苑時、37.3℃以上の発熱や風邪症状がみられる場合は、別日での面会 

 をお願いいたします。 

② 同居のご家族で上記に該当する方がいる場合もご相談ください。 

③ ご利用者様への差し入れは、必ず職員にお渡しください。ご面会場所での

飲食は禁止となっています。 

 


